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4. 討議議事録（M/D） 
（現地調査時 M/D 和文翻訳） 

 

マリ・セネガル国 

マリ－セネガル南回廊道路橋梁建設計画 

事業化調査 

協議議事録 

 

 

マリ政府及びセネガル政府からの要請に基づき、日本国政府は「マリ－セネガル南回廊道路橋

梁建設計画」（以下「計画」という）に係る事業化調査の実施を決定し、その実施を国際協力機構

（以下「JICA」という）に委託した。 

JICA は、資金協力支援部実施監理第一課長 木藤耕一を総括とする事業化調査団（以下「調査

団」という）を 2008 年 4月 27 日から 5月 19 日までマリ、セネガル両国に派遣し、調査を実施す

る予定である。 

調査団は、各当事国における現地調査と協議の後、マリ国、セネガル国関係者と 2008 年 5 月

13 日から 14 日までバマコにて合同協議を行った。 

協議の結果、3 当事者は付属書に記述された主要事項について確認した。調査団は調査を継続

し、事業化調査報告書案を作成する。 

 

  2008 年 5月 14 日 バマコ にて 

 

 

  

Mr. Koichi Kito 

総括 

事業化調査団 

国際協力機構 

 Mr. Issa Hassimmi Diallo 

プロジェクト管理委員会マリ国側代表 

設備運輸省国家道路局長 

マリ国 

 

 

 

 

 

  Mr. Yaya Diatta 

プロジェクト管理委員会セネガル国側代表 

インフラ設備運輸省公共事業局長 

セネガル国 
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付 属 書 

 

１．調査対象 

本調査の対象は 2006 年に基本設計調査を実施したファレメ橋及びバフィン橋とする。 

 

２．事業化調査の目的 

 ・採用するファレメ橋の桁下高に基き、基本設計、施工計画を見直す。 

・工事用車両のアクセス道路の整備状況を確認し、ファレメ橋及びバフィン橋整備の事業実施

工程を検討する。 

・ファレメ橋及びバフィン橋整備の概算事業費の再積算を行う。 

 

３．無償資金協力スキーム 

 マリ、セネガル両国側は、調査団より説明を受け、2006 年 6 月 2 日および 6月 7日付で署名さ

れた協議議事録の別添 4、5に記載されたとおり、日本の無償資金協力スキームの内容、および必

要となる両国側による基本的な負担事項を再確認した。 

 

４．調査予定 

4-1.  調査団は帰国後に事業化調査報告書案を仏語で作成し、その説明調査団を 2008 年 9月上旬

頃にマリ、セネガル両国に派遣する。 

4-2.  マリ、セネガル両国側は、事業化調査報告書案説明調査における調査団との協議を一同に

参集して行うことに合意した。 

4-3.  事業化調査報告書案の内容がマリ、セネガル両国政府により原則了承されれば、JICA が

2008 年 12 月末までに最終報告書を作成し、マリ、セネガル両国に送付する。 

 

５．ファレメ橋の桁下高の設定 

5-1.  マリ、セネガル両国側は、日本国側に対し、将来の航路計画策定に備えてファレメ橋の桁

下高（2 年確率高水位＋4.5m）で見直すことを 2007 年 11 月 22 日付レターにて要請した。

調査団は、2 年確率高水位が通年高水位と実質上等しいことに鑑み、基本設計での通年高

水位＋4.5m を適用することを説明した。マリ、セネガル両国は、この点に関して同意した。

両国は、この点が OMVS の基本的考え方に応えるものであることを示すため、必要な手続き

として、2008 年 5 月末までに OMVS に正式に通知することを約束した。これはセネガル側

が責任をもって実施する。 

5-2.  マリ、セネガル両国側は、ファレメ橋の桁下高を見直す場合、将来の航路計画策定に備え

て必要な桁下高を確保するのは橋梁中央の 1スパンのみで十分であることを説明した。 

5-3.  調査団は桁下高の見直しの必要性及び桁下高さについて、マリ、セネガル両国側から提出

された根拠資料及び現地調査結果をもとに照査する。桁下高さの見直しに伴う道路接続地

点の変更を含めて、照査結果については JICA セネガル事務所を通じて 7月頃までに関係者

へ連絡し、桁下高の最終確認を行う。 

5-4.  マリ、セネガル両国側は、ファレメ橋桁下高の見直しによって道路線形の変更を生じる場

合には、本計画の着工前までに住民移転を含め、サイト・クリアランスを行うことを確約

した。 

 

６．工事用車両のアクセス道路の確保 

マリ、セネガル両国は、本計画の早期実施のために必要な以下の事項を実施することを確認

した。 

6-1.  ファレメ橋、バフィン橋への工事用車両のアクセスに関し、道路整備事業の進捗に遅れが

生じた場合においても、通年工事用車両が通行できるように、両国が仮設道路を整備する

等の適切な措置を行う。特に雨季における交通対策（路面スリップ防止、不陸補修及び排

水処理）を確実に行う。 
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6-2.  マリ国は、バレ－バフィン間の道路整備事業の工程計画を 2008 年 9 月までに完了させる。

工事に先立ち住民移転を終了させ、土工事を先行し、同区間における工事用車両の通行を

確保する。 

6-3.  マリ、セネガル両国は上記事項の進捗状況について 2008 年 8 月 15 日までに、またこれ以

降少なくとも 3ヶ月毎に定期的に JICA セネガル事務所を通じて日本国側に報告する。 

 

７．その他協議事項 

7-1. プロジェクト名は「マリ－セネガル南回廊道路橋梁建設計画」とする。 

7-2.  ファレメ橋整備にかかるマリ、セネガル国側負担事項 

マリ、セネガル両国は、国境橋（ファレメ橋）整備に関する下記事項について、「ファレメ

橋建設に係るマリ共和国政府及びセネガル共和国政府間の議定書（2006 年 12 月 5日締結）」

に基づき両国で協議・調整して実施することを再確認した。 

（１）本体実施にかかる手続き（コンサルタント契約、業者契約、銀行取極など） 

（２）必要用地の確保（作業ヤード、資材置き場、プラント施設、現場事務所等の用地を

含む） 

（３）許認可証明書（土取場、土捨場の確保等）の取得。 

（４）本計画実施のための免税、通関と必要な予算措置。 

（５）マリ、セネガル両国における邦人の入国、移動の自由及び滞在に関する措置 

（６）工事期間中の工事箇所周辺および仮設施設の安全確保。 

（７）国境橋上における国境線及び／または標識の設置 

（８）国境施設（UEMOA が建設）に関する UEMOA との調整 

（９）対象橋梁・取付道路の供用後の維持管理（予算確保を含む） 

7-3.  バフィン橋整備に関するマリ国側負担事項 

      マリ国は、バフィン橋の整備に必要な以下の事項を実施することを再確認した。 

（１）必要用地の確保（作業ヤード、資材置き場、プラント施設、現場事務所等の用地を

含む）。 

（２）許認可証明書（土取場、土捨場の確保等）の取得。 

（３）本計画実施のための免税、通関と必要な予算措置。 

（４）工事期間中の工事箇所周辺および仮設施設の安全確保。 

（５）対象橋梁・取付道路の供用後の維持管理（予算確保を含む）。 

7-4.  マリ、セネガル両国は、本計画実施に必要な免税、通関及び予算措置に関し、両国の実施

機関における担当者を配置することに合意した。 

7-5. マリ、セネガル両国は、以下の 2点に関する設計の微細な見直しの可能性を要請した。 

   （１）ファレメ橋のセネガル側取付道路の線形見直し（曲線部を直線に変更。ただし、橋

梁の計画位置及び取付道路の計画高さは変更しない。） 

   （２）ファレメ橋及びバフィン橋のユーティリティの添加について、維持管理用のハンド

ホールを 50m ピッチで設置（添加構造そのものは変更しない。） 

調査団はこれら 2点の妥当性を検討し、桁下余裕高さの照査結果と併せて 2008 年 7 月頃ま

でに JICA セネガル事務所を通じて両国に連絡を行う。 
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（現地調査時 M/D 原文コピー） 
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（事業化調査概要説明時 M/D 和文翻訳） 
 

マリ・セネガル国 

マリ－セネガル南回廊道路橋梁建設計画 

事業化調査（事業化調査概要説明） 

協議議事録 

 

 

2008 年 4 月～5 月に独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」）は、マリ国及びセ

ネガル国に「マリ－セネガル南回廊道路橋梁建設計画」（以下「計画」という）のた

めに事業化調査団を派遣し、協議、現地調査及び国内における技術解析に基づき、事

業化調査概要書案を作成した。 
上記事業化調査概要書の内容に関してマリ国及びセネガル国関係者と説明及び協

議を行うために、JICA は両国に、JICA セネガル事務所次長 梅本真司を団長とする

事業化調査概要説明調査団（以下「調査団」）を派遣し、2008 年 10 月 14 日から 10
月 15 日までダカールにおいて合同協議を行った。 
協議の結果、3当事者は付属書に記述された主要事項について確認した。 

 
  2008 年 10 月 15 日 ダカール にて 

 

 

 

 

  

Mr. 梅本 真司 

総括 

事業化調査概要説明調査団 

国際協力機構 

 Mr. Moussa N’DIAYE 

プロジェクト管理委員会マリ国側代表 

設備運輸省国家道路局 工事管理技術課長

マリ国 

 

 

 

 

 

  Mr. Yaya Diatta 

プロジェクト管理委員会セネガル国側代表

インフラ設備運輸省公共事業局長代理 

セネガル国 
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付 属 書 

１．概要書の内容 
マリ、セネガル両国側は、調査団により説明された概要書の内容について原則

同意し、了承した。 
 
２．日本の無償資金協力のスキーム 

マリ、セネガル両国側は、調査団より説明を受け、2006 年 6 月 2 日および 6月

7日付で署名された協議議事録の別添 4、5に記載されたとおり、日本の無償資金

協力スキームの内容、および必要となる両国側による基本的な負担事項を再確認

した。 

日本側はマリ、セネガル国側に対し、無償資金協力の実施手続きの変更が検討

されていることを伝え、正式に決定され次第連絡することを約束した。 
 
３．調査工程 

 JICA は確認された事項に従って 終報告書を作成し、2009 年 1 月下旬までに

マリ国政府及びセネガル国政府に報告書を送付する。 
 
４．概算事業費 

3 者は添付 1 および 2 に示す協力対象事業の概算事業費について、同事業の全

ての契約が締結される前に第三者に対し開示しないことを同意した。 
 
５．工事用車両のアクセス道路の確保 

3 者は、南回廊道路整備について、添付 3 および 4 の通り進捗していることを

確認した。 

また、マリ、セネガル両国は、本計画の早期実施のために必要な事項について、

2008 年 5月 14日付けで署名された協議議事録の付属書６.において合意したとお

り実施することを再確認した。 

 
６. その他協議事項 
（１）ファレメ橋整備にかかるマリ、セネガル国側負担事項及びバフィン橋整備に

関するマリ国側負担事項に関し、2008 年 5 月 14 日付けで署名された協議議事

録の付属書７.に記載された事項を実施することを再確認した。 

（２）マリ国は、バフィン橋建設により一件だけ発生する住民移転について、2009

年 3 月 31 日までに家屋を撤去することを約束した。マリ国は、当該移転住民

に対し既に補償金を支払っていることを説明した。 

（３）マリ、セネガル両国は、2008 年 5 月 14 日付けで署名された協議議事録の付属

書７.に記載されたとおり、本計画実施に必要な免税、通関及び予算措置に関

し、両国の実施機関における担当者を配置することを再確認した。 

（４）マリ、セネガル両国は、調査団から説明された橋梁の維持管理項目および概

略費用について理解し、完成後に適切な維持管理を行うことを約束した。 
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（５）3 者は、橋梁仕様書等あらゆる資料に関して、入札完了まで関係者以外に開示

しないことを確認した。 
 
 

添付： １．プロジェクトコスト（ファレメ橋） 

 ２．プロジェクトコスト（バフィン橋） 

 ３．南回廊道路整備にかかる進捗（セネガル国） 

 ４．南回廊道路整備にかかる進捗（マリ国） 
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